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はじめに 

  

  掛川市では、子どもたちにとってより良い教育を提供するために、生涯学習や幼保

一元化等、全国に先駆けた特色ある教育を推進するとともに、「中学校区学園化構想」

による園・学校・地域の教育力の向上、「かけがわお茶の間宣言」による家庭教育の

充実、「かけがわ教育の日」による市民とともに考える教育の振興等によって、安定

した教育がなされてきました。 

しかし、これからの未来は、私たちがこれまでに経験したことがないようなスピー

ドで起こる技術革新や社会構造の変化が予想されます。私たち大人は、未来の子ども

たちが、変化の激しい社会の中でたくましく生きていくための資質・能力を養う教育

環境について真剣に考え、整えていく責任と義務があります。 

そこで、本市では、これまで行ってきた教育の成果と課題を踏まえ、中学校区学園

化構想をより発展させ、義務教育に園も加えた 15 年間の系統性（つながり）・連続性

を強化した園小中一貫教育を推進していきたいと考えています。学校の施設について

も、小・中学校が緊密に連携できる形態へ移行をしていくことが望ましいと考えてい

ます。 

また、近年では少子化の進行により市の郊外にある学校の小規模化が進んでいます。

併せて、昭和40年代、50年代に整備された学校施設の老朽化も進んでおり、子どもた

ちが安全な環境で安心して教育を受けるために施設の再編と統合、再整備に向けた方

針の策定が急務となっています。 

学校は、「地域の太陽」と言われます。子どもたちが過ごす学校は、地域の元気の

源になるなど、様々な意味で地域の拠点となっているからだと思います。しかし、真

の意味での「地域の太陽」は、輝いている子どもたちではないでしょうか。輝いてい

る子どもたちがいるからこそ、学校は太陽となります。 

これからの学校は、子どもも大人も、多くの人が集い、自ら学んだり、手を携えて

ともに学んだり、地域の大人が子どもたちを教え導いたりする、様々な形の教育活動、

地域活動が展開されるような環境を目指していきたいと考えます。そのような中で、

これからの社会で「生きる力」や、将来地域の役に立ちたいという「郷土愛」をもっ

た子どもたちを育んでいける学園づくりを進めていきたいと考え、未来の子どもたち

のために学校再編計画を定めます。 
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１ 計画の策定にあたって 

(1) 計画策定の目的 

少子高齢化やグローバル化の進展、絶え間ない技術革新などにより、これからの社

会は、急激に変化することが予想されます。例えば、ＡＩの飛躍的な進化により、

「10～20年後には日本の労働人口の約49％が人工知能やロボット等で代替可能にな

る」と言われるように、雇用の在り方や学校において獲得する知識の意味が大きく

変わっていきます。私たちは、こうした変化の激しい時代において、活躍できる資質

・能力を備えた子どもを育成する必要があります。 

そのためには、子どもたちが学ぶ環境そのものについてもどのような環境が望ま

しいのかを考え、整備していく必要があります。子どもたちにより良い教育環境を

提供し、掛川市の教育の質を一層向上させることを目的として、掛川市学校再編計

画（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

(2) 計画策定の背景 

今後、急激に変化する社会に対

応していくために、教育の分野で

も対応が求められています。子ど

もたちは、単に知識や技能を習得

するだけではなく「主体的・対話

的で深い学び」の中で、知識・技

能のみならず、どのように社会や

他者と関わり合うのかという人間

性の育成や、理解していることや

できることをどう活用するのかと

いう思考力や判断力・表現力と言

った力についても身に付けること

が望まれています。 

このように子どもたちに身に付けさせたい力が変わってきた中で、近年では教育

を提供するシステムや授業の方法についても大きな変化が生じています。平成28年

４月に「学校教育法等の一部を改正する法律」が施行され、新たな学校種である「義

務教育学校」の設置が可能になるなど、新たな学校教育の校種を地方自治体が創出

することができるようになりました。県内でも義務教育学校や施設一体型の小中一

貫校を整備する事例が増えてきました。また、GIGAスクール構想により導入された

児童・生徒１人１台端末により、授業のスタイルや家庭学習の方法等も大きく変わ

ってきています。 

私たちは、義務教育の９年間を通して、求められている力を確実に育むために、必

要な教育システムや学校のあり方を検討して、今後の学校施設の整備にもこれを反

映していく必要があります。 

 

 

新たな学力観 
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(3) 計画期間 

計画期間は、令和５年度（2023年度）から令和35年度（2053年度）までの30年間と

します。計画が長期間にわたることから、10年ごとにⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期に分類し、そ

れぞれの区分ごとに集中的に取り組んでいきます。 

   本計画は、長期間にわたる計画であるため、児童・生徒数の推移や社会情勢の変化、

計画の進捗状況等を考慮し、概ね５年ごとに計画の見直しを行います。 
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２ 掛川市の現状と課題 

(1) 人口、児童･生徒数の推移と推計 

掛川市の人口は、平成17年（2005年）の国勢調査をピークとして、以降は減少に転

じており、今後も緩やかな減少が続く見込みとなっています。特に14歳以下人口は、

昭和60年（1985年）と平成27年（2015年）を比較すると約30％減少しています。近年

は、年間の出生数が1,000人前後で推移してきましたが、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて令和２年度（2020年度）以降は出生数が大きく減少しており、さらに

少子化が進むことが危惧されています。 

              「第２次掛川市総合計画（ポストコロナ編）」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掛川市統計資料」より 

掛川市の人
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第二次ベビーブーム世代が学んでいた平成の初めの頃、掛川市には市立の小学校

が23校、中学校が９校あり、小・中学校あわせて約14,000人の児童・生徒が学んでい

ましたが、現在は、小学校が22校（-1校）、中学校が９校、小・中学校あわせて約10,000

人が学んでおり、児童・生徒数の減少に伴い、学校の小規模化が進んでいる状況です。 

また、小学校22校のうち、全学年が単学級の学校が11校、さらにそのうち全児童数

が100人以下の小学校が３校あり、令和10年度には、100人以下の学校は５校に増え、

複式学級が発生する学校も出てくることが想定されています。 

学校教育においては、児童・生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協

力し合い、切磋琢磨することで一人一人の資質や能力を伸ばしていくことが重要で

あり、小中学校では一定規模の児童・生徒数であることが望ましいと考えられていま

す。本市では少子化の進行で、今後こうした環境が確保できない学校が増えていくこ

とが想定されることから、学校の再編や統合によって教育環境を改善していく必要

があります。 

 

【小学校児童数の現状と令和10年度推定値】 

 

 

令和10年 令和４年

学校名 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 全校 学級数 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 全校 学級数

日坂小 7 3 5 7 4 4 30 4 10 11 10 12 15 11 69 6

東山口小 15 14 23 25 14 24 115 6 19 30 25 24 30 26 154 6

西山口小 90 79 88 104 94 93 548 18 91 81 99 105 91 98 565 18

第一小 109 99 93 99 117 125 642 21 118 93 122 90 94 125 642 21

上内田小 4 23 19 24 16 16 102 6 25 14 21 22 22 21 125 6

第二小 85 71 72 60 62 85 435 16 54 61 72 77 72 72 408 13

中央小 81 79 86 107 94 97 544 19 98 89 98 105 80 95 565 18

曽我小 39 43 40 32 24 34 212 9 31 39 33 30 30 32 195 7

桜木小 78 84 97 100 110 107 576 20 113 119 117 123 116 117 705 23

和田岡小 15 15 14 22 28 24 118 6 24 28 25 26 28 27 158 6

原谷小 18 27 24 20 32 29 150 6 35 39 48 35 37 33 227 8

原田小 3 7 7 9 5 9 40 4 10 5 11 11 9 8 54 6

城北小 68 89 94 100 107 85 543 18 109 101 111 119 117 102 659 20

西郷小 54 51 49 71 76 87 388 14 72 77 77 68 72 81 447 15

倉真小 4 9 10 11 12 14 60 6 7 10 12 6 10 6 51 6

土方小 22 14 20 23 20 27 126 6 30 26 27 30 31 28 172 6

佐束小 17 18 20 13 24 14 106 6 23 20 30 30 21 20 144 6

中　小 7 10 17 6 9 19 68 5 13 21 19 22 21 22 118 6

大坂小 32 38 43 53 48 46 260 11 58 65 56 62 77 72 390 14

千浜小 21 22 16 18 25 29 131 6 30 26 24 33 23 23 159 6

横須賀小 49 41 47 36 43 42 258 12 46 48 52 67 57 57 327 12

大渕小 19 15 18 13 20 15 100 6 19 20 26 30 26 24 145 6

小学校計 837 851 902 953 984 1,025 5,552 225 1,035 1,023 1,115 1,127 1,079 1,100 6,479 235

学校区別児童数（令和４年５月１日現在の実数）

令和10年度　児童数（想定数） 令和４年度　児童数

30 児童数が100人以下の学校

115 児童数が101～150人の学校

10 １学年の人数が35人以下の学年

日坂小 全学年が単学級の学校
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【中学校生徒数の現状と令和10年度推定値】 

          令和４年度の児童・生徒数は「令和４年度学校基本調査」より 

令和10年度推定値は令和４年４月１日時点の住民基本台帳の統計値より 

 

(2) 学校施設の現状 

掛川市内の学校施設は、昭和40～50年代にかけて整備された施設が多く、中には建

築後60年が経過している施設もあります。全ての校舎の耐震補強工事が完了している

ものの、中には雨漏りや給排水管の漏水等の不具合が発生している施設もあります。

全国的に見ると外装のモルタルやコンクリート片の落下等、児童・生徒の安全を直接

脅かすような事例も発生していることから、適切な維持管理を行い、安全性・機能性

を確保していくことが求められます。計画的な修繕、大規模改修、建替えを検討、実

行していく必要があります。 

「令和４年度 掛川の教育」より 

 

令和10年 令和４年

学校名 １学年 ２学年 ３学年 全校 学級数 １学年 ２学年 ３学年 全校 学級数

栄川中 29 41 35 105 4 34 44 44 122 5

東  中 234 188 242 664 20 215 191 223 629 20

西  中 183 189 203 575 18 193 188 230 611 19

桜が丘中 137 147 142 426 14 133 149 135 417 13

原野谷中 45 44 59 148 6 42 51 40 133 6

北  中 188 188 200 576 18 170 202 174 546 16

城東中 66 67 76 209 7 66 68 78 212 7

大浜中 88 91 80 259 9 93 101 77 271 9

大須賀中 65 68 78 211 7 105 101 96 302 9

中学校計 1,035 1,023 1,115 3,173 103 1,051 1,095 1,097 3,243 104

学校区別生徒数（令和４年５月１日現在の実数）

令和10年度生徒数 令和４年度生徒数
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掛川市では、令和元年（2019年）に公共施設の長寿命化や保有総量の最適化を図る

ために、今後50年間の縮減目標や再配置の方向性などを「掛川市公共施設再配置方針」

としてまとめました。同方針では、「今後50年間で公共建築物の床面積の25％を削減

することを目指し、統廃合や複合化などの機会を活用して、既存施設ではなし得なか

った施設の質的向上を図る」としています。また、公共施設の延床面積のうち44.5％

を学校施設が占めており、将来の市の財源や、維持管理費・更新費を考えた時に、現

在と同規模の学校施設を維持していくことが極めて難しくなることが想定されている

ことから、学校再編では市内小・中学校の再編と統合を進めるとともに、地域の公共

施設との複合化や施設の共用を進めることで、市全体の公共施設の縮減と機能の充実

を図っていくことが必要となっています。 
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３ 掛川市が目指す教育と施設のあり方 

(1) 中学校区学園化構想と園小中一貫教育 

掛川市では、伝統的に園（幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業所）と

小・中学校との連携（縦の連携）を図ってきましたが、平成25年度（2013年度）から

は、園・学校間の連携に加え、園・学校と家庭・地域との連携（横の連携）を深める

ことを目的とした中学校区学園化構想を推進してきました。 

家庭･地域との連携（横の連携）を強化し、地域の教育力を園・学校に取り込むこ

とによって、園・学校単独では難しかった教育活動や体験の機会を創出して、子ども

たちに豊かな教育を提供することが可能になりました。また、地域総ぐるみで子ども

を育てる意識が高まり、家庭・地域と園・学校の連携にとどまらず地域が主体となっ

た事業も行われるようになるなど、地域の教育環境に大きな変化が生まれつつあり

ます。 

   また、園・学校間の連携（縦の連携）については、学園ごとに園小中の一貫教育研

究会を開催するなど教職員同士の連携を図るとともに、園児、児童、生徒の交流も活

発に行われています。こうした連携、交流に加えて、園、小学校、中学校間の接続を

滑らかにして、小中学校の９年間に園を含めた 15 年間の連続性、系統性に配慮した

一貫性のあるカリキュラムの構築を目指して、かけがわ型小中一貫カリキュラムの

策定、実施を進めるとともに、私立園も含めた園と小学校間の円滑な移行を図るため

に、かけがわ型育ちと学びのジョイントブックを策定し、より具体的なカリキュラム

となるかけがわ型架け橋プログラムの開発を進めています。 

   園小中一貫教育を含めた中学校区学園化構想は、本市の重要な教育施策の一つで

あり、学校再編に際してもその理念を尊重した学校づくりを進めていくことが必要

です。 

 

(2) 適正規模・適正配置 

少子化の進行により小学校の小規模化が進んでいます。市内において人口が偏在

していることから、小規模化が急激に進んでいる地域と、緩やかに進行している地域

があります。 

小規模の小学校は、児童数が少ないことから教職員の目が行き届きやすいという

メリットがありますが、一方で、多様な考えに触れる機会が少なく、人間関係が固定

化しやすい、体育や音楽の授業などで集団的な教育活動の実施に制約が生じるなど

のデメリットも指摘されています。子どもたちはこれからの時代を生き抜くために

必要な力である主体性や協調性、表現力や思考力といった特性、力を身に付けるため

に、集団生活の中で多様な考えに触れて、協力し合い、お互いを高め合いながら資質

や能力を伸ばしていくことが求められています。そのためには、一定規模の集団の中

で他者と関わり合いながら学ぶ環境が必要です。市内では学校の小規模化が進んで

いることから、そのような環境を確保できない学校も増えてきており、適正な規模の

学校への再編が必要となっています。 

再編にあたっては、子どもたちの通学の問題や地域との関係性も踏まえて、学校の
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設置場所については、地域の意見も伺いながら慎重に検討を行う必要があります。 

 

(3) 施設のあり方 

前章でも触れたとおり、本市の学校施設は、この先10年程度で急速に老朽化が進ん

でいきます。子どもたちの安全を確保するために、計画的な施設の維持修繕の実施、

更新を行っていく必要があります。その際には以下の３点に留意して進める必要が

あります。 

 

①小中一貫教育を推進するのに適した教育環境とすること 

小中一貫教育を実践するための学校形態として、大きく分けて以下の３つの形態

が考えられます。いずれの形態でも一貫教育の実践は可能ですが、児童・生徒や教職

員の日常的な交流が行いやすい形態の方が様々な取組みが可能であり、施設に対す

る満足度が高いという調査結果が出ています。本市においても、今後の学校の整備に

あたっては、施設一体型、施設隣接型のように、小・中学校が近接している形態とす

ることが望ましいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②地域とともにある学校づくりを進めること 

   変化の激しい社会の中で、子どもの健やかな成長のためには、園や学校での教育

だけではなく、家庭や地域と連携・協働し、市民総ぐるみで未来の宝である子ども

の教育にあたることが大切です。新しく整備する学校には、地域の教育の拠点とし

ての機能や、子どもだけではなく住民も学んだり、まちづくりについて考え、活動

する場として活用できるような施設整備を目指します。 

 

 ③掛川市公共施設再配置方針を踏まえること 

   掛川市の公共施設は、学校施設を含めて昭和50年代に整備されたものが多く、近

い将来、同時期に大規模改修や建替が集中することが見込まれます。すべての施設

を現状の規模のまま維持するためには、多額の維持管理費用が必要になります。今
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後は、厳しい財政状況の中で少子高齢化の進展に伴う市民ニーズの変化への対応を

求められるなど、公共施設に関する様々な課題が顕在化してきます。そのため掛川

市では、令和元年に公共施設再配置方針を策定して、施設の長寿命化や保有量の最

適化を進めることとしました。 

   市が保有する公共施設のうち約４割が教育施設であり、学校施設もこの方針の趣

旨に従い計画的な維持修繕、施設の更新を行っていく必要があります。 

今後、中学校の部活動が地域クラブ（仮称）へ展開する改革が進むことにより、

学園の枠組みを超えた施設の活用が必要になると思われることから、様々な主体が

活用できるような施設整備と管理の仕組みづくりを検討していく必要があります。 
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４ 学校再編の基本方針 

前章までに述べたように、社会的背景に伴って、子どもたちを取り巻く教育環境に

は様々な教育課題があり、それを克服し、たくましく生きていく力が必要となります。

しかし、これからの社会は、「Society5.0」の到来やグローバル化の進展など、新た

な夢に挑戦する時代でもあります。こうした可能性が無限に広がる時代において、地

域でもグローバルにも活躍できる資質・能力を育んでいくために、これからの子ども

たちにとって望ましい教育環境の実現を目指していく必要があります。未来の子ども

たちのために必要な学園づくりを推進するため、以下のような基本方針を定めます。 

 

(1) 園小中一貫教育の推進 

(2) 中学校区学園化構想の推進 

(3) 多様な教育活動ができる集団規模の確保 

(4) 安全･安心な教育施設の整備 

(5) 地域とともにある学校の推進 

 

(1) 園小中一貫教育の推進 

本市では、伝統的に保幼小中の園･学校種を越えた連携を深め、園･学校間での円

滑な接続を図り、安定した教育がなされてきました。これからの未来は、変化の激

しい社会の中で、主体的に関わり、感性を豊かに働かせ、未来を創造していく力を

育んでいく必要があります。そのため、中学校区の園・学校・地域との連携を深め

るとともに、園と小学校、中学校の15年間の全体像を把握し、系統性・連続性をよ

り意識した園小中一貫教育を推進していくことが重要です。地域と学区内の園･小

中学校がより具体的に目指す子ども像を共有し、15年間を見通した掛川市ならでは

の教育課程を編成し、地域の実情に応じた教育を進める「かけがわ型園小中一貫教

育」を進めていきます。特に、小学校高学年への教科担任制の導入などの一貫教育

の実践により、質の高い教育を行います。また、今後の学校施設の整備についても、

小中一貫教育の効果を十分に発揮することができる学校づくりを進めていきます。 

 

(2) 中学校区学園化構想の推進 

前章で述べたとおり、中学校区学園化構想によって、園・学校間の連携と、園･学

校と家庭･地域との連携を深めることができ、園小中一貫教育の土台を構築すると

ともに、地域の教育力を取り込んだ豊かな教育活動を展開することができています。 

小中学校の再編後も、学校と地域との連携・協働は引き続き必要不可欠な取組み

です。園・小中学校間の連携をより強化するとともに、地域と学校が目指す子ども

の姿に向けて一体となって取り組むことで、子どもたちの確かな学力と豊かな心の

育成を図ります。 

 

(3) 多様な教育活動ができる集団規模の確保 

学校は、国語や算数などの教科教育だけではなく、教育活動全般を通じて生きる
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力を身につけ、人格形成を行う場です。日本の学校教育においては、他者との協調

性や人間関係を構築する力を養うために、一定の集団規模での教育を基本としてき

ました。今後は、技術革新や社会構造等の変化が今後より一層激しくなると想定さ

れる中で、全ての子どもたちの可能性を引き出すための「令和の日本型学校教育」

の構築を目指して、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立を実現させるこ

とが求められています。そのために、GIGA スクール構想による１人１台端末の活用

や、授業改革が進められていますが、協働的な学びを充実させるためには、多種・

多様なグループ活動や交流が行うことのできる一定程度の集団規模を確保していく

ことが望ましいと考えます。 

全国には小規模校の良さを生かして豊かな教育を実践している学校もあります

が、本市においては、児童･生徒の登下校に大きな負担が生じない限り、地域性を十

分考慮しつつ、一定の集団規模のもとでの教育を進めていくべきと考え、本計画を

推進することで、望ましい学校規模の確保に努めます。 

 

(4) 安全･安心な教育施設の整備 

   学校再編の推進にあたっては、市内全ての小・中学校の児童･生徒に安全・安心で

最新の教育環境が提供できるよう全ての学校の整備を同時に行うことが理想です

が、市の財政に過大な負担が生じるため、その実施は困難です。そのため、小中学

校施設の老朽化度を基本に、児童･生徒数の推移、地域の状況等を総合的に判断し

て、再編整備に入る順番を決定し、順次施設整備を進めるとともに、既存の学校の

安全確保のための維持管理を行っていきます。 

 

(5) 地域とともにある学校の推進 

これからの学校施設整備については、ＩＣＴ環境の整備をはじめとして子どもた

ちにとって良質な教育環境であることは勿論のこと、地域とともにある学校にする

ことや、地域の生涯学習の拠点とすることなどに配慮した施設整備が求められてい

ます。本市においても、令和元年に公共施設再配置方針が示され、公共施設全体の

縮充（縮減と充実）が求められる中で、学校施設の整備についても上記の点に留意

し、地域の意見を聞きながら検討していきます。 
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５ 学校再編を進める際の留意事項 

学校再編を進める際には、下記の事項に留意して進めます。 

 

(1) 学区編成の考え方について 

学区については、現状の中学校区を基本として再編に向けた協議をスタートしま

す。地域から学区の再編について要望があった場合には、対象となる地域の意見も

十分に聴取した上で、学区を再編するかどうかの判断を行います。 

 

(2) 統廃合について 

学校再編は長期にわたる事業となることから、今後、再編が完了する前に児童・

生徒数の減少が進み、複式学級が発生するなど教育環境が悪化してしまう可能性が

あります。そのような事態に対応するために、児童数が 100 人に満たない小規模な

小学校の統合を学校再編と並行して進めていきます。特に、複式学級の発生が危惧

される学校については本計画策定後、速やかに検討をスタートさせます。 
 

(3) 学校の設置位置について 

再編・統合後の学校の設置場所については学校が広大な敷地を必要とすること、

また、既存の学校施設のうち、引き続き使用可能なものについては出来る限り有効

活用することが望ましいことから、既存の小・中学校の敷地を第一候補として検討

を進めます。設置位置の決定にあたっては、地域との協議を十分行った上で決定し

ます。 

 

(4) 通学の負担軽減と安全性の確保について 

再編を行い、学校の場所が変わることで通学路が変更になったり、通学距離が長

くなる児童・生徒が出てくることが想定されます。現状でも掛川市においては、小

学生で４㎞以上、中学生で６km 以上は通学支援の対象となり、路線バスの定期券の

交付を受けたりスクールバスで通学をしています。再編後においてもこの基準での

通学支援を継続することで、児童・生徒の負担軽減を図るとともに、安全な通学路

の選定や、新通学路の安全確保に向けた整備についても検討を進めます。 

 

(5) 未来の学校・教室づくりについて 

これからの学校教育ではデジタル技術を積極的に活用しながら「個別最適な学び」

と、「協働的な学び」を両立していくことが求められます。学校施設についても多

様な学習形態に対応できるように、これまでの概念に捉われない未来の学校・教室

づくりを進めていく必要があります。再編による校舎の改築、新増築に際しては子

どもたちの学びを第一に考えた施設整備を行います。 

 
 

(6) プールについて 

市内小・中学校のプールについては、老朽化したものが多く再編と合わせて更新
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することが望ましいですが、プールの稼働時期が夏季のみの短期間でありながら、

改修や維持管理に多額の費用がかかることから、プールの共同化や、民間施設も含

めた市内の屋内プールの利用なども想定した上で、必要なプールについて整備を進

めます。 
 

(7) 他の公共施設との複合化について 

再編後の学校は地域の拠点施設として、地域住民の活用も視野に入れた整備を行

います。検討にあたっては地域が必要とする施設の検討と併せて、児童・生徒の安

全の確保についても配慮した施設整備を行います。 

 

(8) 事前交流活動について 

再編・統合による児童・生徒の不安を出来る限り軽減し、新たな学校生活に円滑

に移行できるよう、学校間での事前交流等を実施します。 
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６ 学校再編の進め方                                        

小・中学校の再編は、現在の小・中学校を小中一貫教育に相応しい形態に変更し

ながら、校舎などの施設の更新、場合によっては新たな用地を取得して新設する場

合も想定されます。また、地域の拠点施設としての役割を担うために、地域住民の

利活用にも配慮した施設整備を進める必要もあり、地域との十分な合意形成を図っ

ていく必要があります。さらに、一時的に多くの施設を集中して整備することで過

度な財政負担が発生することを回避する必要があることから、学校再編事業はある

程度長い期間の中で、計画的に遂行していく必要があります。そのために、中学校

区ごとに再編の検討に入る順番を定め、準備の整った中学校区から再編整備を進め

て行きます。 

 

(1) 住民との対話に基づく学校再編の推進 

地域とともにある学校づくりを進めるため、また学校を地域の拠点とするために、

計画を進める際には、住民に対して十分な説明を行い、理解をいただくよう努める

とともに、住民の意見を反映させながら新たな学園づくりを進めます。地域と市・

市教育委員会が協働しながら検討を進める場として現在の中学校区を単位として

（仮称）新たな学園・学校づくりに向けた地域検討委員会を設置します。また、住

民の意見を取り入れるために、地域説明会を開催したり、ワークショップを実施し

たりするなど、情報発信と意見聴取に努めながら新たな学校づくりを進めて行きま

す。 

 

【学園ごとの検討の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校開校準備（委員会設置） 
教育目標・教育課程 

時程の編成・学校行事 等 

新たな学園･学校づくりに向けた基本構想の策定（検討委員会設置） 
・意見集約 ・課題条件整理 ・ワークショップ ・アンケート調査 等 

教 育 委 員 会 

建設基本設計 

建設実施設計 

建 設 

新たな学園（学校）開校 
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地域との検討の場を中学校区単位で設置するということが、必ずしも再編の枠組

みを既存の中学校区の学区に固定するということではありません。中学校区学園化

構想で培ってきた中学校区ごとの繋がりや現在の地区組織の枠組みを尊重しながら

も、場合によっては学区の一部の変更や、学区の弾力化、他の中学校区と統合と言

ったケースについて、対象となる地域との協議を進めながら検討を行うことも考え

られます。 

 

(2) 学校再編の着手順を決定するための優先事項 

すべての学校を同時並行的に再編整備していくことが困難であることから、現在

の中学校区ごとに課題を抱えた中学校区から優先的に再編の検討に入っていきま

す。その際、順位を検討する上で考慮する事項は下記のとおりです。 
 

① 校舎等の学校施設の老朽化の状況 

② 児童生徒数の増減の状況 

③ 学校敷地における災害発生の想定状況 

④ 学校再編に対する地域の意向 
 

   上記の項目について、点数化し、中学校区ごとに集計を行い、得点が高い学区か

ら学校再編に向けた地域と市・市教育員会との協議をスタートします。 

 

(3) 学校再編の検討に着手する順番 

   前項の事項について点数化して計算を行った結果、検討をスタートさせる順番は

下記のとおりです。 

 

 年度 学区 

Ⅰ期 

令和５年度 

令和 14 年度 

原野谷中学校区 

城東中学校区 

東中学校区 

Ⅱ期 

令和 15 年度 

令和 24 年度 

栄川中学校区 

桜が丘中学校区 

大浜中学校区 

Ⅲ期 

令和 25 年度 

令和 34 年度 

西中学校区 

北中学校区 

大須賀中学校区 

 

(4) 小学校の統合 

   少子化の進行により、児童数が 100 人に満たない学校、特に複式学級の発生が危

惧される学校については、(3)で定めた順番に関わらず、速やかに統合に向けた検討

をスタートさせます。 

～
 

～
 

～
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(5) 児童・生徒の不安軽減に向けた取組 

   再編・統合に際して、児童・生徒の不安を軽減して、新しい環境での生活に円滑

移行できるように、事前交流の実施や相談体制の充実を図るとともに、新環境への

移行に当たっては教職員の配置についてもきめ細やかな配慮を行うなど、様々な対

策を講じていきます。 
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７ 学校再編後の学校施設 

掛川市公共施設再配置方針では、将来にわたり持続可能な行政運営を推進してい

くためには、公共建築物の延床面積を削減し、適正な保有量にしていくことが必要

であるとされています。 

再編、統合後の学校の跡地については、学校教育施設としての利用はしない予定

ですが、現状、学校は地域のシンボル・拠点として多くの地域住民から親しまれて

います。また、掛川区域では小学校に地域生涯学習センターが併設され、地域活動

の拠点として活用されている学校も多く、さらには災害時の避難所に指定されてい

るなど、名実ともに地域の拠点となっています。 

学校の再編・統合により廃止した学校の施設や敷地については、学校再編計画と

は別にその取り扱いについて、地域の意見を伺いながら検討を進めていきます。 
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令和4年12月1日作成

複式学級発

生･複式解消

加配

複式学級

発生の恐れ

１学年20人以

下が複数学年

今後10年間程

度教室不足発

生の恐れ

すべての学年

が単学級

(中学校)

R10年度までに

単学級学年の発

生可能性

大規模宅地造

成の計画
安定的

土砂災害

特別警戒

土砂災害

警戒

土砂災害

恐れなし

氾濫恐れ

あり

氾濫恐れ

なし

６点 ５点 ４点 ４点 ４点 ２点 ２点 １点 ２点 １点 １点

日坂小 44 4 〇 5 ○ 〇 １

東山口小 41 4 〇 4 〇 〇 ２

栄川中 44 4 〇 2 〇 ○ １

西山口小 56 5 〇 4 〇 ○ １

上内田小 46 4 〇 4 〇 〇 ２

第一小 59 5 〇 4 ○ 〇 ２

東中 53 5 〇 4 〇 〇 0

第二小 45 4 〇 1 〇 〇 １

中央小 5 1 〇 1 〇 〇 0

曽我小 52 5 〇 2 〇 〇 １

西中 54 5 〇 2 〇 ○ １

桜木小 42 4 〇 1 ○ 〇 １

和田岡小 43 4 〇 4 〇 ○ １

桜が丘中 42 4 〇 1 〇 〇 １

原谷小 51 5 〇 1 〇 〇 １

原田小 42 4 〇 6 ○ 〇 １

原野谷中 61 6 〇 2 〇 〇 １

城北小 48 4 〇 1 〇 〇 0

西郷小 43 4 〇 1 〇 〇 0

倉真小 41 4 〇 6 〇 〇 0

北中 24 1 〇 1 〇 ○ １

土方小 59 5 〇 4 ○ 〇 １

佐束小 41 4 〇 4 ○ ○ １

中小 43 4 〇 5 〇 ○ １

城東中 48 4 〇 1 〇 〇 ２

大坂小 50 5 〇 1 〇 〇 0

千浜小 58 5 〇 4 〇 〇 0

大浜中 42 4 〇 1 〇 〇 0

横須賀小 48 4 〇 1 〇 ○ １

大渕小 49 4 〇 4 〇 〇 0

大須賀中 20 1 〇 1 〇 ○ １

学 校 再 編 評 価 票 

老朽化度 児童生徒数 災害 地域意向

順位
平均配点学園名

9.00 4

掛東学園 4.75 4.00 1.25 10.00 2

栄川学園 4.00 3.67 1.33

2

6.00 7

桜が丘学園 4.00 2.00 1.00 7.00 5

掛西学園 3.75 1.50 0.75

1

11.00 1

冀北学園 3.25 2.25 0.25 5.75 8

原野谷学園 5.00 3.00 1.00

城東学園 4.25 3.50 1.25

大浜学園 4.67 2.00 0.00

5.67 9

学校名 経過年数 配点 平均 平均配点
合計

配点

10.00 2

6.67 6

若つつじ学園 3.00 2.00 0.67

①老朽化度配点基準

６点 建築後 60年以上 経過

５点 建築後 50～59年 経過

４点 建築後 40～49年 経過

３点 建築後 30～39年 経過

１点 建築後 30年未満

②地域意向熟度加点基準

2点

学校再編について市との協議

がスタートしている。
1点

再編後の望ましい学校のあり

方について地域として意見が

まとまっている。
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2023年～ 一体校
着手時
の校舎
経年数

校舎
建設年

一体校
着手年

R5.3.27

学校再編
スケジュール

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

2028年～

原
野
谷
学
園

原 谷 小 学 校

2029（令和11）年度～
原野谷学園小中一貫校

1971 2029 58

原 田 小 学 校 1980 2029 49単

1981 2030 49

佐 束 小 学 校 1979 2030 51

原 野 谷 中 学 校 1961 2029 68

土 方 小 学 校

　　　　　2030（令和12）年度～
　　　　　城東学園小中一貫校

1963 2030 67

1974 2030 56

掛
東
学
園

西 山 口 小 学 校

2033（令和15）年度～
掛東学園小中一貫校

1966 2033 67

城
東
学
園

栄
川
学
園

日 坂 小 学 校 1978

第 一 小 学 校 1963 2033 70

上 内 田 小 学 校 1976 2033 57

1981

栄 川 中 学 校 1978

東 中 学 校 1969 2033 64

大
浜
学
園

大 坂 小 学 校 1972

桜
が
丘
学
園

桜 木 小 学 校 1980

和 田 岡 小 学 校 1979

1964

1980

桜 が 丘 中 学 校 1980

1977

掛
西
学
園

中 央 小 学 校 2017

曽 我 小 学 校 1970

第 二 小 学 校

1968

北 中 学 校 1998

冀
北
学
園

城 北 小 学 校 1974

倉 真 小 学 校 1981

1979

若
つ
つ
じ
学
園

横 須 賀 小 学 校 1974

大 渕 小 学 校 1973単

＊児童数が100人切れになる４年前から統合に向けた協議をスタートすることを予定しています。この表で統合を予定していない学校であっても、今後の状況の変化によって統合の協議を行う場合があります。

＊年数については、おおよその目安です。検討の状況によって開校年次が変わる可能性があります。　＊　　は、全学年単学級の学校。 (令和４年度時点)

2002

2033年～ 2043年～

Ⅱ期①
栄川学園小中一貫校

Ⅱ期②
桜が丘学園小中一貫校

　　　　　　　　　　　　　Ⅱ期③
　　　　　　　　　　大浜学園小中一貫校

大 須 賀 中 学 校

西 郷 小 学 校

千 浜 小 学 校

東 山 口 小 学 校

城 東 中 学 校

中 小 学 校

2053年～

西 中 学 校

大 浜 中 学 校

単

単

単

単

単

単

単

単

単

2023（令和５）年度～

原野谷学園統合･再編に向けた
検討会をスタート

2024（令和６）年度～

城東学園統合･再編に向けた
検討会をスタート

2025（令和７）年度～

掛東学園再編に向けた
検討会をスタート

Ⅲ期①

掛西学園小中一貫校

※中央小については校舎が新しいことから

2070年代後半までは学校として活用する。

2023（令和5）年度～

日坂小の統合に向けた
検討会をスタート

2025（令和7）年度～

倉真小の統合に向けた
検討会をスタート

Ⅲ期②

冀北学園小中一貫校

※北中については校舎が新しいことから

2050年代後半までは学校として活用する。

Ⅲ期③

若つつじ学園小中一貫校

※大須賀中については校舎が新しいことから

2060年代前半までは学校として活用する。

統合

2025年度複式発生

統合

2029年度複式発生

2025年度複式発生

2025年度児童数100人切れ

統合

単

＊大渕小

児童数100人切
2055～

＊土方小・佐束小

児童数100人切
2040～

＊上内田小

児童数100人切
2040～

＊和田岡小

児童数100人切
2040～

＊千浜小

児童数100人切
2050～
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